
第２回みらいの県土研究会地域部会(中部) 

 

日時 令和８年１月22日（木）14時00分～ 

場所 静岡総合庁舎 ７階第８会議室 

 

 

次  第 

 

１ 開 会 

 

 

２ 情報共有 

（１）これまでの経緯【資料１】（技術調査課） 

 

 

（２）建設発生土の有効利用に向けた県内事例について【資料２】（技術調査課） 

 

 

（３）事業紹介【資料３】（静岡土木事務所） 

   ～ 清水海岸 事業概要 ～ 

 

 

（４）事例報告【資料４】 （静岡市） 

   ～ 静岡市における建設発生土対策について ～ 

 

 

３ 意見交換 

 

 

 

４ 今後の予定・閉会  



































提 供 日 2025/03/19

タイトル 静岡海岸の「砂浜」を海岸保全施設に指定
（50年の歳月でよみがえり、安定した砂浜に）

担　　当 交通基盤部 河川砂防局河川海岸整備課

連 絡 先 海岸整備班

TEL 054-221-3037

　　　  静岡海岸の「砂浜」を海岸保全施設に指定
 　　　　　　～５０年の歳月でよみがえり、安定した砂浜に～

　静岡海岸では、高度経済成長期の安倍川における大規模な砂利採取により、昭和
50年代に砂浜が消失し、国道150号沿線では越波による災害が頻発していました。
　県は、昭和48年から平成17年度にかけて離岸堤等の施設整備を行い、その後は砂
浜の回復状況についてモニタリングを継続してきました。
　その結果、 静岡海岸 の 全域 で 砂浜 が 回復 し 、 安定的 な 海浜 が 長期的 に 維持 されて
 いる 状況 から 、 静岡海岸 の 砂浜 を 堤防 や 離岸堤 と 同様 に 、 背後地 を 防護 する 機能 を
 担 う “ 海岸保全施設 ” に 指定 します。

１．指定の範囲
　　安倍川河口から清水海岸境界までの砂浜　※参考資料のとおり

２．指定日
　　令和７年３月２１日（金）

３．指定のメリット
　・海岸保全施設として将来にわたり維持することで、国道150号を始めとする
　　背後地の越波被害の軽減・防止に寄与します。
　・海岸保全施設として適切に維持管理することで、砂浜が台風等により
　　侵食された場合、災害復旧事業（国負担２／３）等の適用対象となります。
　・国の重点配分事業の対象となることで、現在実施している津波対策の取組の
　　加速が図られます。

４．他海岸の指定状況
　・石川海岸　　（令和元年９月１２日指定）※国が権限代行している直轄海岸
　・新潟港海岸　（令和４年７月２７日指定）※国が権限代行している直轄海岸
　・清水海岸　　（令和６年２月２３日指定）

※　海岸保全施設とは（海岸法第２条）
　　海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、 砂浜（海岸管理者が
　　消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもの【中略】）をいう。

https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/kasensabo/minato/1071157.html 

令和７年３月２１日（金）０時公開予定



海岸保全施設として指定する砂浜の箇所・範囲等 

 

海岸の名称   静岡海岸 

地 先 名   静岡県静岡市駿河区中島地先～根古屋地先 

指定する区域  安倍川河口から清水海岸境界の砂浜 ※下図の赤枠内の範囲 

 

 

砂浜指定の範囲（赤枠内の範囲） 

海岸保全施設として管理すべき、防護機能を有する砂浜の範囲（イメージ） 

※砂浜を指定する範囲は陸地の範囲ですが、水面下の砂浜も含めて順応的な管理を行うことで、指定範囲の砂浜

を将来にわたって維持し、背後地の越波被害を防止します。  

 

 

 

 

 

 

 

 指定範囲 

久能エリア（NO.0～NO.61） 幅：39ｍ 延長：5,966ｍ 

大浜エリア（NO.61～安倍川河口） 幅：23ｍ 延長：1,827ｍ 

参考資料① 

海岸保全区域 

砂浜指定範囲 

移動限界水深 

（波の作用により砂が移動する限界の深さ） 

 

NO.0 NO.61 



 

◆ 砂浜消失から指定に至る経緯 
  昭和30～43年 安倍川の大規模な砂利採取（年平均62万m3、累計870万m3）により 

海岸侵食が発生。以後、砂利採取を規制 

  昭和48年～  高潮対策事業により離岸堤等の整備に着手 

  昭和50年代  静岡海岸の全域で砂浜が消失。堤防決壊等の災害が頻発。 

  昭和60年以降 砂浜の回復が進行 

  平成17年  高潮対策事業が完了 

  平成30年  静岡海岸の全域で砂浜が回復（満砂域が清水海岸に到達） 

  令和７年３月  静岡海岸の砂浜を海岸保全施設に指定 

 

 

参考資料② 

1979(S54)年災害 

東大谷地区 

1982(S57)年災害 

根古屋・安居地区 
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みらいの県土研究会（中部地域部会） 

議 事 要 旨 

  

日 時 ： 令和 8 年 1 月 22 日(木) 14:00～15:30  

場 所 ： 静岡総合庁舎７階 第８会議室 

出席者： 別紙出席者名簿のとおり  

  

議事次第に基づき技術調査課から説明を行った。 

発言者からの主な意見は以下の通り。  

【情報共有について】  

1.建設発生土の適正処理に向けたこれまでの経緯【資料 1】（技術調査課） 

 (意見等なし) 

2.建設発生土の有効利用の県内事例について【資料 2】（技術調査課） 

 (意見等なし) 

3.静岡土木事務所の取り組み【資料 3】（静岡土木事務所） 

 砂浜の海岸保全施設への指定について【資料 3】（静岡土木事務所） 

 (意見等なし) 

4.静岡市における建設発生土対策について【資料 4】（静岡市 技術政策課） 

 (意見等なし) 

 

【意見交換】（敬称略） 

（意見：東海砿業㈱) 

・養浜事業も大切だが、安倍川の河床が年々上がっていることに対しても国交省と

協議して対策を進めてほしい。 

・建設残土の処分が減ったのはいいが、一方で再生砕石等の出荷量が減少してい

て、その結果、需要と供給のバランスが崩れ、処理施設で受入れしにくい状況と

なっている。そのことも踏まえて、砕石の利用について検討していただきたい。 
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（質問 1：静岡県砕石業協同組合) 

・建設発生土の量は、静岡土木が年間約 24 万㎥、静岡市の５か年平均が 23.6 万㎥

と同規模であるが、静岡県の有効利用率が概ね 80％以上を達成している一方で、

静岡市では「約６割は有効利用できずに最終処理している」との説明があった。

結果が異なる理由は何か。 

（回答 1：静岡市) 

・静岡市も「コブリス」（COBRIS…建設副産物情報交換システム）から出てくる数

字だと有効利用率 80％を超えている。再利用施設に持っていけば有効利用率とし

てカウントされてしまうため、実際に使用している量を算出すると 4 割程度で、

6 割は中間処理施設に行っている量である。有効利用率 80％を算出したものと

は、提示方法が違う。 

 

（質問 2：技術調査課) 

・資料の中にある粒度分布のグラフを見て、実際に扱っている材料の利活用の可能

性について、採石業者の方に意見をいただきたい。 

（回答 2：静甲工業) 

・養浜工事のこれまでの経緯を振り返ると、かつて富士海岸の養浜には 50～150 ㎜

の割栗石が使われ、0～40mm の切込砕石等は「濁るからダメ」と言われていた。 

・近年は、富士山の大沢砂防からの大量の砂礫土処理のため、富士海岸の養浜にも

砂礫土などが使われている。 

・蒲原海岸はサクラエビ漁などで非常にシビアなため、今でも 50～150 ㎜のみ。 

・なお、砕石事業者の採石場から出荷される砕石は、粘土分やシルト分はほとんど

なく、０～40mm の切込砕石でも粒度的には十分な品質であると思う。 

 

（意見：静甲工業) 

・多くの砕石事業者は、各種砕石製造過程で生じる規格外の切込砕石（０～40mm）

などの余剰品が、採石場内に大量に在庫化して非常に困っている。 

・私の勤務先の採石場でも、大量余剰の切込砕石（０～40mm）を、品質上は問題な

いにも関わらず、行き先がないため、結果的に仮置きできず採石場内の穴に埋め

ている状況があり非常にもったいないと感じている。 
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（質問 3：技術調査課) 

・埋めているものは、掘り返せば再利用できるのか？ 

（回答 3：静甲工業) 

・他の土砂等とすでに混在してしまっているので、品質の面から再利用は難しい。 

 

 

（質問 4：技術調査課) 

・安倍川の砂利採取について、上限値を引き上げて砂利採取量を増やしていく計画

が示されているが、需要や採取できるのかということも含めて、現状を教えてほ

しい。 

（回答 4：山本建材) 

・安倍川については地元住民から「河床が上がってきて不安。」との声もあり、約

10 年前から掘削量の増量を陳情してきた。ようやく陳情が実り、掘削量は増えた

が、工事量減少の折り、砂利製品の出荷が少なく、需給のバランスが取れないた

め、供給過剰で余剰在庫になってしまうのではないかという懸念がある。 

・また砂利以外で０～40mm 切込砕石も余っており、ぜひ養浜等に活用願う。 

・なお、別件であるが、現在、建設関係事業者間で関心が高い話題が、白ナンバー

のダンプトラックに対する罰則強化などを図る貨物自動車運送事業法（改正トラ

ック法）である。現状は、全体の６～７割を白ナンバーが占めており、そこに規

制をかけると、公共工事だけでなく民間工事も停滞してしまう懸念がある。 

 

 

（質問 5：帆高建材工業) 

・白ナンバーでは常用工事や配達などにしか使用できず、営業ナンバーの手続には

最低でも半年以上かかる。養浜も規制がかけられると思っているが、安倍川の養

浜は白ナンバーでも可能なのか。 

（回答 5：技術調査課) 

・白ナンバーでも適法な場合は使用が可能であり、白ナンバーを一律で排除するこ

とはない。 

・本年４月に施行される貨物自動車運送事業法の改正においても、規制は強化され

るが、白ナンバーと営業ナンバーの考え方に変更はない。 

・安倍川の養浜だけでなく、県工事全てで統一した考え方である。 
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（質問 6：静岡市技術政策課) 

・中部地域のテーマが養浜材の利用で、養浜材の量は不足しているような記載があ

ったが、静岡土木の話では不足していないようだった。実際どうなのか。 

（回答 6-1：静岡土木事務所) 

・計画養浜量 8 万 m3 は国と申し合わせて決めた目標である。8 万 m3 で十分という

わけではなく、予算の制約といったこともあり、養浜できる量に限りがある。 

（回答 6-2：技術調査課) 

・国直轄の河川事業と県の海岸事業を連携して、8 万 m3 以上を受け入れている。し

かしながら、東日本大震災の影響で、海岸の津波対策の方に重点的に配分してい

るため、海岸事業の予算が減ってきている。そのため、近年は、海岸事業だけで

は、なかなか 8 万 m3 を確保できない状況である。砂浜の恒久的な維持のために

も、養浜材の安定確保に向けた持続可能な取組を検討する必要がある。 

 

 

（質問 7：東海砿業㈱) 

・養浜材とは離れるが、静岡市の貝島の処分場で、３種４種の受入れをしてほしい

という声があった。 

・また、静岡県でストックヤードを確保するという話はどうなったか。 

（回答 7-1：技術調査課) 

・県でもストックヤードの整備を進めている。 

・沼津土木では３種や４種に１種を混合して改良し、工事に使用した。 

（回答 7-2：静岡市 技術政策課_佐野) 

・静岡市の貝島での３種４種の受入れは、確定ではないがその方向で検討してい

る。決まれば報告する。 

 

（意見：山本建材） 

・砕石事業者は、採石場に試験設備を持ち、試験ができると共に新たな製品を研究

開発する技術も有している。いろいろな提案もできると思うので、ぜひ、砕石業

協同組合を有効に使ってほしい。 

 

 


